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   三芳町児童館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 三芳町児童館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出す

る。 

 

 

  令和８年６月１日提出 

 

 

三芳町長  林  伊 佐 雄 

 

 

提案理由 

 藤久保児童館がルミナみよしへ移設することに伴い、その機能の充実を図るとともに、より多

くの児童及び保護者に対する利便性の向上を目的とし、本条例を改正したく、提案するものであ

る。 
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   三芳町児童館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 三芳町児童館の設置及び管理に関する条例（昭和５６年三芳町条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

 第８条中「午前１０時から正午まで及び午後１時から午後５時まで」を「別表のとおり」

に改める。 

 第９条中「休館日は、次のとおりとする。」を「休館日は、国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日、１月２日から同月４日及び１２月２８日から

同日３１日までの日並びに次に掲げる児童館の区分に応じた曜日とする。」に改め、同条

各号を次のように改める。 

 (1) 三芳町立藤久保児童館 月曜日 

 (2) 三芳町立北永井児童館 日曜日及び月曜日 

 (3) 三芳町立竹間沢児童館 日曜日及び月曜日 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表（第８条関係） 

名称 開館時間 

三芳町立藤久保児童館 午前１０時から午後７時まで 

三芳町立北永井児童館 午前１０時から午後５時まで 

三芳町立竹間沢児童館 午前１０時から午後５時まで 

   附 則 

 この条例は、令和８年９月１日から施行する。 

2



参考 

三芳町児童館の設置及び管理に関する条例 新旧対照表 

改正後 現行 

（開館時間） （開館時間） 

第８条 児童館の開館時間は、別表のとおり           

         とする。ただし、町長が必要と認めたときは、

開館時間を変更することができる。 

第８条 児童館の開館時間は、午前１０時から正午まで及び午後１

時から午後５時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、

開館時間を変更することができる。 

（休館日） （休館日） 

第９条 休館日は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日、１月２日から同月４日及び１２月２８

日から同日３１日までの日並びに次に掲げる児童館の区分に応

じた曜日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時休館

し、又は正規の休館日に開館することができる。 

第９条 休館日は、次のとおりとする。            

                             

                             

        ただし、町長が必要と認めたときは、臨時休館

し、又は正規の休館日に開館することができる。 

(1) 三芳町立藤久保児童館 月曜日 (1) 日曜日及び月曜日 

(2) 三芳町立北永井児童館 日曜日及び月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する祝日及び同法第３条第３項に規定する休日並びに日

曜日が祝日である場合における火曜日 

(3) 三芳町立竹間沢児童館 日曜日及び月曜日 (3) １月２日、３日及び１２月２９日から同月３１日まで 

別表（第８条関係）  

名称 開館時間 

三芳町立藤久保児童館 午前１０時から午後７時まで 

三芳町立北永井児童館 午前１０時から午後５時まで 

三芳町立竹間沢児童館 午前１０時から午後５時まで 
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